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教育相談指導教室運営要項 

                                    

１ 設置の趣旨 

不登校生徒の増加やその背景が多様化している状況に対し、柔軟な教育課程や学習環境を整

備し、安心して学ぶことができる機会を確保するため、「教育相談指導教室」（以下「指導教室」

という）を設置する。また、生徒の思いや考えを尊重し、個々の生徒の状況に応じた相談指導

を通じて、社会的自立を支援する。 

 

２ 指導方針 

（１） 指導者との心のふれあいを深めながら、一人ひとりの登校しようという気持ちを喚起し、 

    登校への不安の解消を目指す。 

（２） 学習指導要領に基づきながら柔軟な教育課程を編成し、社会的自立に向けて必要な資質・

能力の定着を目指す。 

（３） 個別相談指導に小集団活動を交えながら、生活習慣の確立や人間関係形成力や社会性の定

着を目指す。 

（４） 体験学習等を通じた学びにより、自己肯定感を高め、自分らしく成長できるよう支援する。 

 

３ 対象生徒 

指導教室の対象生徒は、千葉市立中学校に在籍し、心理的な要因等により登校できない生徒

とする。 

 

４ 設置校及び設置場所 

（１） 設置校 千葉市立真砂中学校      (千葉市美浜区真砂５丁目１８番２号) 

（２） 設置場所 千葉市立真砂中学校分教室   (千葉市美浜区真砂５丁目１８番１号) 

 

５ 学級の形態 

（１）指導教室は、学校教育法第８１条第２項第６号規定の特別支援学級とする。 

（２）指導教室に入級した生徒の学籍は、設置校に置くものとする。（この場合において、従前に

学籍を置いていた学校を「原籍校」という。以下同じ。） 

 

６ 入退級の手順 

（１）心理的な要因等による不登校生徒の指導教室の入退級に関しては、医学的・心理的・教育   

   的な観点から総合的かつ慎重に行い、その適正を期するものとする。 

（２）指導教室への入級は、教育委員会の教育相談関係機関（以下「教育相談機関」という。）で、

一定期間の入級相談指導を受け、指導教室で一定の試行通学を終えた後、保護者の同意と対

象生徒が在籍する中学校の校長の申請を受け、入退級審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）の審査を経て、教育長が決定する。また、生徒の状況によっては、教育相談機関での

入級相談指導を受けずに試行通学を行うことができる。この場合において、入級相談指導は、

試行通学を終えてから入級までの期間に受けることとする。 

（３）指導教室からの退級は、設置校の校長の申請を受け、審査委員会の審査を経て、教育長が 

決定する。ただし、学校に復帰する場合は、原則として原籍校とするが、生徒の状況により

他の学校への転入も配慮する。指導教室においての指導が困難とみなされた場合は、原籍校

に学籍を戻したうえで、教育相談機関における入級相談指導を受けるものとする。ただし、

設置校及び原籍校の校長並びに教育相談機関の所属長が協議し、必要と認めた場合は、一定

の期間、設置校に学籍をおいたまま、教育相談機関における相談指導を受けることができる。 
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（４） 上記（２）（３）の規定にかかわらず、設置校及び原籍校の校長並びに教育長が臨時的な

特例として承認すれば、審査委員会の審査を経ずして指導教室の入退級をすることができる。

ただし、当該入退級については、次回の審査委員会で報告するものとする。 

（５） 入退級の手続きは、別表第１(入級手続き及び関係書類)、別表第２(退級手続及び関係書 

類)のとおりとする。 

 

７ 入退級審査委員会 

（１）審査委員会は、指導教室への入級及び退級について審査し、審査結果を教育長へ報告する。 

（２）審査委員会は、原則として、年３回（６月、１０月、２月）開催し、その事務局は学校教 

   育部教育支援課とする。 

（３）審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が指定する者をもってあてる。 

ア 設置校の校長及び指導教室の教職員 

イ 関係行政機関の職員 

ウ 小中学校長会代表者（小学校・中学校各１名） 

エ その他教育委員会が必要と認めた者 

（４）審査委員会の委員長には小中学校長会小学校代表、副委員長には中学校代表があたる。 

 

８ 運営委員会 

（１）運営委員会は、指導教室の運営上の問題について協議する。 

（２）運営委員会は、年３回(６月、１０月、２月)開催し、その事務局は、学校教育部教育支援

課とする。 

（３）運営委員会の委員は、審査委員会の委員とする。 

（４）運営委員会の運営委員長には、小中学校長会中学校代表があたる。 

 

附 則 

この要項は、昭和６３年 ９月  ６日から施行する。 

 附 則 

この要項は、平成  ９年  ２月１９日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成１３年  ４月  １日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成１５年  ４月  １日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成１６年  ４月  １日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成１７年  ３月  ３日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成１８年  ３月  ２日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成１９年  ４月 １日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成２３年  ４月 １日から施行する。 

  附 則 

この要項は、平成２４年  ４月 １日から施行する。 

  附 則 
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  この要項は、平成２６年  ４月  １日から施行する。 

  附 則 

  この要項は、平成２９年  ４月  １日から施行する。 

  附 則 

  この要項は、平成３１年  ４月  １日から施行する。 

附 則 

  この要項は、令和 ８年  ４月  １日から施行する。 

 


